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令和２年度における新型コロナウイルス感染症対策に対応した 

教育活動の再開等について 

 

 陽春の候 皆様にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素から本校教育に

御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、令和２年３月２４日に文部科学省から通知がありました。

山口県教育委員会では、これに基づき、新学期からすべての県立学校において、教育活動

を再開することとしました。 

 つきましては、本校におきましても、文部科学省からの通知及び下記の内容を踏まえて

適切に対応し、学習活動を始め教育活動を再開してまいりますので、御理解、御協力いた

だきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 感染症対策 

（１）教育活動の再開に当たっては、次の３つの条件が同時に重なることを徹底的に回避

するように取り組む。 

・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声 

（２）生徒や教職員の毎朝の検温、風邪症状の有無等の確認を行う。 

（３）換気の徹底や手洗い、咳エチケット等の基本的な感染症対策を行う。 

（４）学校医や学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整え、清掃等により衛生環境を良

好に保つ。 

（５）抵抗力を高めることが重要であることを指導する。 

 

２ 入学式及び始業式等 

次の点に留意して実施する。 

  ○感染拡大防止の措置 

・発熱等の風邪のような症状のある生徒や保護者等には参加しないよう徹底する。 

・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置

を行う。 

・こまめな換気を実施する。 

○開催方式の工夫 

・参加人数を抑える。 

・会場の椅子の間隔を空けて、参加者間のスペースを確保する。 

・式典の内容を精選し、式典全体の時間を短縮する。 



 

３ 部活動（体育部・文化部）の活動再開 

（１）次の点に留意して、４月１日（水）から実施可能とする。 

・活動場所のこまめな換気を実施する。 

・密集した状態での長時間の練習は避ける。 

・近距離での会話や発声等を行う際には、マスクの使用などの咳エチケットを励行す

る。 

・当面は、日常の活動場所においての活動とし、遠征試合等は延期又は中止する。 

・部室等の利用に当たっては、「短時間の利用」や「交代での利用」などに努める。 

・生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときは、部活動に参加させない。 

・生徒の自主的・自発的な参加により行われる中、生徒の健康・安全の確保のため、

教職員が部活動の実施状況を把握する。 

（２）これらの留意点について、生徒とその保護者にも説明し、了解を得た上で部活動を

実施する。 

 

４ 宿泊を伴う学校行事等 

宿泊を伴う学校行事等については、原則として、当面の間、延期又は中止とする。 

ただし、受け入れ先となる社会教育施設等と協議した上で、新型コロナウイルス感染 

症対策が徹底できると判断される場合は、実施可とする。 

 

 

 


